
【参考】

新型コロナウイルス感染症に配慮した

介護予防やつながり支援の取組
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感染拡大防止と介護予防の取組に関する事務連絡①

○ 令和２年３月19日付事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について」

→高齢者が居宅で過ごす時間が長くなるような場合が増加する中での対応方法について、既に独自に取組を

進める自治体の例や日本老年医学会の資料を周知

○ 令和２年３月27日付事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について（その２）」

→高齢者が居宅において健康を維持するための留意事項（運動のポイント、食生活・口腔ケアのポイント、

人との交流のポイント）を周知

○ 令和２年３月３日付事務連絡

「介護予防・日常生活支援総合事業等における新型コロナウイルスへの対応について」

→通いの場の取組をはじめとする高齢者が多く集まる各種事業について、感染拡大の防止に向けた対応を

図っていただくよう周知
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感染拡大防止と介護予防の取組に関する事務連絡②

○ 令和２年５月29日付事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施する
ための留意事項について」

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等
の取組例について」

→緊急事態宣言の解除を踏まえ、感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項や

取組例を周知

（掲載例）
ニコニコ長生きやまなし体操 甲州弁バージョン

○ 令和２年４月３日付事務連絡

「新型コロナウイルス感染症に関する高齢者向け情報の取りまとめについて」

→厚生労働省のホームページで、新型コロナウイルス感染症に関する高齢者向けの情報を取りまとめた旨を

周知するとともに、日々の健康を維持するための情報として、各自治体で行われているオリジナル体操等の

様々な取組を紹介するなど内容の充実を図るため、介護予防の取組について情報提供を依頼。
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通いの場に参加するための留意点（左：運営者・リーダー向け、右：参加者向け）
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感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例①
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感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例②
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感染防止に配慮したつながり支援等の事例集①

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子ども食堂・通いの場などのつな
がり支援等の取組を行う団体の多くが活動を休止せざるを得ない状況となりました。その
結果、これまで地域の通いの場を利用していた方々をはじめ多くの方が、居宅で長い時間
を過ごすようになることを余儀なくされ、孤立化や心身の健康への影響が懸念されている
ところです。

今般、厚生労働省では、各地域の実情に応じて感染防止に配慮しつつ、新たな方法や
様々な工夫によって、つながりを継続・再開している事例を収集しましたので公表いたし
ます。

本事例集は、子育て・介護予防・見守りといった様々な取組の実例であり、取組をな
されている団体の情報を掲載することにより、取組内容について支援者間での照会が可能
となっています。

支援者の皆様や自治体の担当者の方々が、厚生労働省よりお知らせしている留意事項
等も参考に、感染防止に配慮しつつ、本事例集を活用いただきながら、地域の実情に応じ
たつながり支援等に関する取組を進めていただければと思います。

＜厚生労働省ウェブサイト＞

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12108.html

（令和２年６月30日 26事例公表、８月24日 21事例追加）
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感染防止に配慮したつながり支援等の事例集②
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感染防止に配慮したつながり支援等の事例集③
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感染防止に配慮したつながり支援等の事例集④
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「地域がいきいき 集まろう！通いの場」 特設Webサイト①

（令和２年９月11日開設）

＜厚生労働省ウェブサイト＞ https://kayoinoba.mhlw.go.jp/index.html
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「地域がいきいき 集まろう！通いの場」 特設Webサイト②



12

「地域がいきいき 集まろう！通いの場」 特設Webサイト③
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「地域がいきいき 集まろう！通いの場」 特設Webサイト④



●目的
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、全国1０万か所以上ある通いの場の多くが活動を自粛している。この

状況が長期化すると高齢者の閉じこもりや生活不活発が増大するとともに、通いの場の活動の再開が困難になり地域の
つながりも途絶えることが危惧される。
そこで、居宅で過ごす時間が長くなることが想定される高齢者に対して、居宅においても健康を維持するために必要

な情報について、広報を行う。
また、散歩支援機能等の運動管理ツール、高齢者用スマホ等を用いたコミュニケーション、ポイント付与等の機能を

有するアプリ等によって通いの場機能を補強する。

通いの場の活動自粛下における介護予防のための広報・ICT化支援 R２年度一次補正予算額
４億円

●事業イメージ

国や自治体による広報資料の作成・発信

通いの場アプリの配信

●事業内容

□ 国による広報（民間事業者に対する委託費）０．６億円

・高齢者の関心を引き、居宅において健康を維持する行動につながる
広報資料（ポスター、パンフレット、動画等）の作成

・広報資料について、高齢者の特性に配慮した方法
（新聞、ラジオ、テレビ、HP、動画配信サイト等）により発信

□ 自治体による広報（自治体に対する補助金２／３）２．３億円

・都道府県及び市町村においても、国が作成した広報資料や独自で
作成した体操動画や資料等を地域の実情に応じた形で広報するこ
とを支援

□ ICTを活用した支援（公的研究機関等に対する補助金）１．１億円

・国立長寿医療研究センターで開発している通いの場アプリ※を
全国共通で、タブレットやスマートフォンで使用できるよう整備

※アプリの機能（例）
 運動促進（お散歩コースやスポットを投稿・共有できる機能等）
 通いの場の運営者や市町村職員等からタブレット等を用いて、体操等の映像コン テ

ンツやメッセージを配信
 参加者の心身の状態（基本チェックリスト等の情報）やコンテンツの利用状況、通い

の場への出席状況等のデータを収集することで、効率的・効果的な取組の把握、実証

高齢者の健康を維持し、介護予防を推進する 14
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オンライン通いの場アプリ

案内用チラシ
（国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター作成）


